
【別記①－２：岩手県広報誌「いわてグラフ」業務工程（制作等）】

広聴広報課 県庁担当課 受 託 者 付 記 事 項

（１）企画構成
・発行号に係る企画案を作成し、全体の企画構成について広聴広報課と協議（編集会議

等）
（２）担当課等との打合せ

・決定した企画構成を基に、広聴広報課とともに県庁担当課と誌面構成等について打合せ
を行う。

・打合せを基に記事構成案を作成し、広聴広報課及び県庁担当課と協議のうえ、記事構
成を決定する。
（３）取材の実施

・発注者及び受託者は、県庁担当課と協議のうえ決定した取材先等の取材を共同で行う。
分担については、両者協議のうえ、決定するものとする。
※題材によっては、県外取材もありうるので、随時対応できる体制を確保すること。
※カメラ、フィルム、録音機器、その他取材に要する機材・消耗品については、その一切

を準備すること。
※成果品は、その後インターネット上で原則公開することから、取材の相手先に係る肖像権

の関係について、取材時に了承を得ること。
※以降、随時、進捗状況を広聴広報課に報告すること。

（４）原稿の作成
・共同で行う。 分担については、両者協議のうえ、決定するものとする。
・広告の掲載データの引き渡し時期等について、広聴広報課と協議すること。

（５）写真・カット等の手配、デザインの実施
※写真・カット等の手配、デザインは、その一切を行うこと。
※写真・カットは、定例的なものを除き、毎回新たなものを準備すること。

（６）ワリツケ・校正その他編集
・ワリツケ・校正その他編集の一切を行い、県庁担当課に原稿及びワリツケ見本を提出し､

内容の確認を受ける。
※原稿校正は、３校程度とすること。

（７）担当課等及び広聴広報課の確認調整作業
・県庁担当課、取材先団体等の校正が終了した後、原稿の一切について、広聴広報課に

最終確認を行う。
（８）印刷製本
（９）発送先・発送部数の集約

・広聴広報課において各世帯への配布を委託する各市町村に必要部数を照会し、その
データを取りまとめる（別記①－３参照）。
（10）発送・納入

・印刷製本後速やかに成果品を広聴広報課へ納入する。
・ただし、世帯配布分については、市町村あて直接郵送等により発送する。
・小口発送分については、専用封筒を作成し、封入のうえ発送する。

（11）ホームページ用データ作成
・本誌については、ホーム-ページ用データ（PDF）を作成し、ホームページ上に公開する。
※受託者作成データにより広聴広報課で更新作業を行うこと。

（12）執筆者等への謝礼、読者アンケートの集計、プレゼント等の準備
・読者アンケートを取りまとめ、広聴広報課へ提出する。
※読者プレゼントについては、広聴広報課と協議のうえ、プレゼント提供者と調整すること。
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【別記①－３：岩手県広報誌「いわてグラフ」業務工程（市町村発送業務）】

広聴広報課 市 町 村 受 託 者 付 記 事 項

※ 岩手県広報誌「いわてグラフ」の各世帯への配布については、市町村を経由して行う

ものとし、県と市町村との間で配布委託契約を締結するものとする。

（１） 発送先・発送部数等のとりまとめ
※ 広聴広報課は、毎号発行前に、市町村に対し、発送部数（仕分けは基本的に行政

区単位）、発送日等について照会を行い、そのデータを受託者に提供する。
・受託者は、広聴広報課から提供されたデータをもとに、発送計画をとりまとめる。

（２） 発送・納入
・市町村から報告のあった行政区単位ごとに仕分して梱包のうえ、発送計画に沿って各
市町村担当課等あて発送する。

（３） 業務完了報告
・業務完了後速やかに、広聴広報課にその旨を報告すること。
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【別記②：「点字広報いわて」業務工程】

広聴広報課 受 託 者 付 記 事 項

（１） 点字反訳
・受託者は、広聴広報課から点字広報に掲載すべきデータ（「いわてグラフ」最新号、視聴

覚障がい者情報センターからの情報等）の提供を受け次第、点字翻訳を行う。

（２） 製本

（３） 発送
・受託者は広聴広報課が示す発送先リストにより発送を行う。

（４） 業務完了報告

・業務完了後速やかに、広聴広報課にその旨を報告する。
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【別記③：「いわてグラフ録音版」業務工程】

広聴広報課 受 託 者 付 記 事 項

（１） 録音原稿作成
・受託者は、広聴広報課からいわてグラフ録音版に掲載すべきデータ（「いわてグラフ」最新

号、視聴覚障がい者情報センターからの情報等）の提供を受け次第、録音版の読み原稿の
作成を行う。

（２） 録音
・受託者は、広聴広報課の録音原稿の確認を受けた後、録音を行う。録音内容につい

て、広聴広報課で確認をする。

（３） 発送
・受託者は広聴広報課が示す発送先リストにより発送を行う。

（４） 業務完了報告

・業務完了後速やかに、広聴広報課にその旨を報告する。
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